
（２）国による部活動改革の方向性について
部活動の意義（中学校学習指導要領／平成29年3月告示：一部抜粋）
学校教育の一環として行われるものであり、「生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツ、文化および

科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するもの」と明記されている。
異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教師等との好ましい人間関係の構築を図ったり、生徒自身が活動を通して自己肯定感を高め

たりするなど、生徒の多様な学びの場として、教育的意義は高い。

学校の働き方改革を踏まえた部活動改革（令和2年9月：文部科学省）
持続可能な部活動と教師の負担軽減の両方を実現できる改革が必要

学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン
（令和4年12月：スポーツ庁・文化庁）
・部活動の地域移行に当たっては、「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる。」という意識の下、生徒の望ましい成⻑を保障で
きるよう、地域の持続可能で多様な環境を一体的に整備。
・地域の実情に応じ生徒のスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差を解消することが重要。

部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン
（令和7年12月：スポーツ庁・文化庁）
・急激な少子化が進む中でも、将来にわたって生徒が継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保・充実
・全ての生徒が希望に応じて多種多様な活動に参加できる環境を整備。
・地域クラブ活動においては、学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させつつ、
地域全体で⽀えることによる新たな価値を創出。

【推進期間】
令和５年度〜令和７年度

【実行期間】
前期：令和８年度〜令和１０年度
後期：令和１１年度〜令和１３年度
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